	対象・要件等
	用途別
	特別措置の内容

	・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
（平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合
	自家用
及び
営業用
	非課税

	ガソリン車（ハイブリッド車を含む）
	燃費性能

排出ガス性能
	
	平成27年度燃費基準
	令和2年度燃費基準

	
	
	
	未達成
	達成
	+5%
	+10%～
	達成
	+10%
	+20%～

	
	[bookmark: _GoBack]平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減
	自家用
	2％
	1％
	非課税

	
	
	営業用
	2％
	1％
	0.5％
	


新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、軽減措置が令和3年3月31日まで延長することとなりました。


※上記の要件に該当しない車両については、自家用は3％、営業用は2％の税率が適用
※令和元年10月1日から令和2年9月30日令和3年3月31日までの間に取得した車両については、税率を1％軽減する


